
第２回 (仮称)波賀市民協働センター運営検討委員会 会議次第 

令和５年３月７日（火）午後７時～ 

市民センター波賀 大ホール 

 

１. 開 会 

２. あいさつ 

３. 協議事項 

（１） 愛称募集について（P1～P5） 

（２） 協働センター運用について（P6～P8） 

４．その他 

次回委員会開催日   令和５年   月   日（  ） 

     場所 ： 市民センター波賀 大ホール 

５．閉会 

 



(仮称)波賀市民協働センター
愛称を募集します！

趣　　　　　旨

　　　　　　　　　　　　　　👆イメージパース（鳥瞰）

　　　　　　　　　　　　👈ホール棟（内観）

施設の特徴

　（仮称）波賀市民協働センターは、波賀

市民局庁舎を生涯学習機能と図書室を備え

た施設に改修し、ホール棟を隣接する形で

新設することにより、生活圏の拠点施設と

して令和6年春の完成予定です。

　図書室、学習スペース、大ホール、つな

がり広場を設けることにより、多世代の交

流促進も期待されます。

　宍粟市では現在、行政・生涯学習の機能が集約された（仮称）波賀市民協働センターを令和6年4月のオー

プンをめざして建設しています。拠点施設を中心にまちが賑わい、活気あふれる地域づくりを進めるため、

地域住民をはじめ市民の皆様に末永く親しまれ、広く活用いただけるような愛称を募集します。

応　募　資　格

必　要　事　項

応　募　方　法

　宍粟市民の方や、宍粟市内に通勤・在学している方、宍粟市出身の方など、宍粟市に関心のある方であれ

ば、どなたでも応募可能です。

　〇おひとり様２点まで応募できます。

　〇次の必要事項を記入し、郵送・FAX・電子メールにて応募ください。

　〇宍粟市役所地域創生課・各市民局まちづくり推進課に応募用紙を持参いただいても結構です。

　　　　　　Eメール：ha-machizukurisuishin-kk@city.shiso.lg.jp

　①施設の愛称（ふりがな）　②愛称の説明（理由や込めた想いなど）　③郵便番号・住所

　④氏名（ふりがな）　⑤年齢　⑥連絡先（電話番号）　⑦学生の場合は学校名・学年

募集期間　令和５年５月１５日（月）まで【当日消印有効】

　宍粟市役所地域創生課・各市民局（三方町出張所含む）・市ホームページからもダウンロードできます。

　必要事項がすべて記載されていれば、応募用紙以外でも応募できます。

〒671-4221　宍粟市波賀町上野257　宍粟市波賀市民局 まちづくり推進課 まちづくり防災係内

　　　　　　　　　　　　　　　　　(仮称)波賀市民協働センター運営検討委員会愛称募集係

　　　　　　電話：0790-75-2220（受付時間は平日8：30～17：15）　　FAX：0790-75-3599

応募用紙　主な配布場所

応募先・お問い合わせ先
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　受賞者本人に通知するとともに、宍粟市広報・宍粟市公式ホームページなどで発表します。

ふりがな

愛　　称

理　　由

住　　所

ふりがな

氏　　名

年　　齢 電話番号

学校園名 学年

切り取り線

必　要　事　項

〒

(匿名希望)

匿名希望の方は上に

〇をつけてください

応募作品に係る留意事項

　①　簡潔明瞭で、覚えやすく、親しみやすいものとします。

　②　拠点施設としてふさわしいものとします。

　③　応募者自作の未発表のもので、第三者が有する著作権を侵害していないものに限ります。

　　　これに反する場合は、選考発表後でも採用・受賞を取り消すことがあります。

　④　採用された作品の著作権・商標権・その他一切の権利は、宍粟市に帰属します。

　⑤　作品の採用にあたり、市の判断により一部変更または補作する場合があります。

　⑥　必要事項の記載がない作品は、無効となる場合があります。

　⑦　応募にかかる費用は応募者の負担とし、応募作品は返却しません。

　⑧　個人情報は、宍粟市において適切に管理し、本愛称選考後に必要な事務以外に使用しません。

　⑨　応募作品について、著作権に関わる問題が生じた場合は、すべて応募者の責任となります。

　応募作品の中から（仮称）波賀市民協働センター運営検討委員会で選考し、優秀賞作品１点を決定しま

す。同一作品の応募が多数あった場合は、宍粟市の抽選により受賞者を決定します。

　採用された方は、オープニング式典で表彰させていただきます。優秀賞の受賞者は、氏名、住所年齢

（園児・学生は学校園名・学年）を公表します。

選　考　方　法

選考結果発表

賞　　　　　品

そ      の      他
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⑤
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⑦
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⑧
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募
作
品
に
つ
い
て
著
作
権
な
ど
に
関
わ
る
問
題
が
生
じ
た
場
合
は
、
す
べ
て
応
募
者
の
責
任
と
な
り
ま
す
。

応
募
作
品
の
中
か
ら
、

(仮
称

)一
宮
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
運
営
検
討
委
員
会
で
選
考
し
、
優
秀
賞
作
品
１
点
を
決
定
し
ま
す
。

同
一
作
品
の
応
募
が
多
数
あ
っ
た
場
合
は
、
市
の
抽
選
に
よ
り
受
賞
者
を
決
定
し
ま
す
。

受
賞
者
本
人
に
通
知
す
る
と
と
も
に
市
広
報
、
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
発
表
し
ま
す
。

優
秀
賞
１
名

図
書
カ
ー
ド

1
万
円

応
募
者
の
中
か
ら
抽
選
で

2
0
名

図
書
カ
ー
ド

1
,0

0
0
円
分

採
用
さ
れ
た
方
は
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
式
典
で
表
彰
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
優
秀
賞
の
受
賞
者
は
、
氏
名
、
住
所
、
年
齢
（
園

児
、
学
生
は
学
校
園
名
・
学
年
）
を
公
表
し
ま
す
。

応
募
作
品
に
係
る
留
意
事
項

選
考

方
法

賞
品

選
考
結
果
発
表

そ
の

他

応
募

用
紙

の
主

な
配

布
場

所

応
募

先
・

お
問

い
合

わ
せ

先

施
設

の
特

徴

必
　

要
　

事
　

項

募
集

期
間

 　
令

和
元

年
9

月
1

7
日

（
火

）
ま

で
（

当
日

消
印

有
効

）

趣
　

　
　

旨

応
　

募
　

資
　

格

応
　

募
　

方
　

法

現
在
、
建
設
中
の
（
仮
称
）
一
宮
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
は
令
和
２
年
４
月
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
工
事
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
拠

点
施
設
を
中
心
に
ま
ち
が
賑
わ
い
、
活
気
あ
ふ
れ
る
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
地
域
住
民
を
は
じ
め
市
民
の
皆
様
に
末
永

く
親
し
ま
れ
、
多
く
の
方
に
色
ん
な
活
用
を
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
い
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

宍
粟
市
民
の
方
や
宍
粟
市
内
に
通
勤
、
通
学
し
て
い
る
方
、
宍
粟
市
出
身
の
方
な
ど
宍
粟
市
に
関
心
の
あ
る
方
で
あ
れ
ば
、
ど

な
た
で
も
応
募
可
能
で
す
。

お
ひ
と
り
様
２
点
ま
で
応
募
で
き
ま
す
。
下
記
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
、

F
A

X
、
電
子
メ
ー
ル
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

宍
粟
市
役
所
地
域
創
生
課
、
各
市
民
局
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
へ
応
募
用
紙
を
直
接
ご
持
参
し
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。

①
施
設
の
愛
称
（
ふ
り
が
な
）
②
愛
称
の
説
明
（
理
由
や
込
め
た
想
い
な
ど
）
③
郵
便
番
号
、
住
所
④
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

⑤
年
齢
⑥
連
絡
先
（
電
話
番
号
）
⑦
学
生
の
場
合
は
学
校
名
・
学
年

宍
粟
市
役
所
本
庁
地
域
創
生
課
、
各
市
民
局
、
三
方
町
出
張
所
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

必
要
事
項
が
記
入
し
て
あ
れ
ば
応
募
用
紙
以
外
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

〒
6

7
1

-4
1

9
2

宍
粟
市
一
宮
町
安
積

1
3
4
7
-3

宍
粟
市
役
所

一
宮
市
民
局
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

ま
ち
づ
く
り
防
災
係
内
（
仮
称
）
一
宮
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
運
営
検
討
委
員
会
愛
称
募
集
係

電
話
：

0
7

9
0

-7
2

-1
0
0

0
 （
受
付
時
間
は
平
日

8
：

3
0
～

1
7
：

1
5
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
：

0
7

9
0

-7
2

-1
5
9
6

E
メ
ー
ル

: 
  
ic

-m
a

ch
iz

u
k
u
ri

su
is

h
in

-k
k
@

ci
ty

.s
h
is
o
.l
g
.j
p

（
仮
称
）
一
宮
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
は
、
一
宮

市
民
局
・
一
宮
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
や
す
ら

ぎ
）
・
一
宮
生
涯
学
習
事
務
所
（
セ
ン
タ
ー
い

ち
の
み
や
）
が
一
箇
所
に
集
約
さ
れ
、
セ
ン

タ
ー
内
は
遊
戯
室
、
交
流
展
示
ス
ペ
ー
ス
、
図

書
室
な
ど
の
施
設
が
あ
り
親
子
を
は
じ
め
多
世

代
交
流
が
図
ら
れ
る
施
設
で
す
。
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千
種
小
学
校

7
7

千
種
中
学
校

4
8

千
種
高
校

1
1

3

地
域
創
生
課

1
0

0

一
宮
市
民
局

5
0

三
方
町
出
張
所

3
0

波
賀
市
民
局

3
0

千
種
保
健
福
祉
課

3
0

千
種
市
民
局

3
0

千
種
広
報
差
込
分

1
1

2
8

合
計

1
6

3
6

応
募
数

1
8

6

愛
称
募
集
チ
ラ
シ
配
布
先

　
　

　
　

　
　

E
メ

ー
ル

：
c
h

-m
a
c
h

iz
u

k
u

ri
s
u

is
h

in
-k

k
@

c
it

y.
s
h

is
o
.l
g
.j
p

　
①

施
設

の
愛

称
（

ふ
り

が
な

）
　

②
愛

称
の

説
明

（
理

由
や

込
め

た
想

い
な

ど
）

　
③

郵
便

番
号

・
住

所

　
④

氏
名

（
ふ

り
が

な
）

　
⑤

年
齢

　
⑥

連
絡

先
（

電
話

番
号

）
　

⑦
学

生
の

場
合

は
学

校
名

・
学

年

募
集

期
間

　
令

和
３

年
８

月
１

３
日

（
金

）
ま

で
【

当
日

消
印

有
効

】

　
宍

粟
市

役
所

地
域

創
生

課
・

各
市

民
局

（
三

方
町

出
張

所
含

む
）

・
エ

ー
ガ

イ
ヤ

ち
く

さ
・

市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
も

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

ま
す

。
必

要
事

項
が

す
べ

て
記

載
さ

れ
て

い
れ

ば
、

応
募

用
紙

以
外

で
も

応
募

で
き

ま
す

。

〒
6
7
1
-3

2
0
1
　

宍
粟

市
千

種
町

千
草

1
6
0
　

宍
粟

市
役

所
 千

種
市

民
局

 ま
ち

づ
く

り
推

進
課

 ま
ち

づ
く

り
防

災
係

内

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
(仮

称
)千

種
市

民
協

働
セ

ン
タ

ー
運

営
検

討
委

員
会

愛
称

募
集

係

　
　

　
　

　
　

電
話

：
0
7
9
0
-7

6
-2

2
1
0
（

受
付

時
間

は
平

日
8
：

3
0
～

1
7
：

1
5
）

　
　

F
A

X
：

0
7
9
0
-7

6
-8

0
2
0

応
募

用
紙

　
主

な
配

布
場

所

応
募

先
・

お
問

い
合

わ
せ

先

　
宍

粟
市

で
は

現
在

、
行

政
・

生
涯

学
習

の
機

能
が

集
約

さ
れ

た
（

仮
称

）
千

種
市

民
協

働
セ

ン
タ

ー
を

令
和

3
年

1
2
月

の
オ

ー
プ

ン
を

目
指

し
て

建
設

し
て

い
ま

す
。

拠
点

施
設

を
中

心
に

ま
ち

が
賑

わ
い

、
活

気
あ

ふ
れ

る
地

域
づ

く
り

を
進

め
る

た
め

、
地

域
住

民
を

は
じ

め
市

民
の

皆
様

に
末

永
く

親
し

ま
れ

、
広

く
活

用
い

た
だ

け
る

よ
う

な
愛

称
を

募
集

し
ま

す
。

応
 募

 資
 格

必
 要

 事
 項

応
 募

 方
 法

　
宍

粟
市

民
の

方
や

、
宍

粟
市

内
に

通
勤

・
在

学
し

て
い

る
方

、
宍

粟
市

出
身

の
方

な
ど

、
宍

粟
市

に
関

心
の

あ
る

方
で

あ
れ

ば
、

ど
な

た
で

も
応

募
可

能
で

す
。

　
〇

お
ひ

と
り

様
２

点
ま

で
応

募
で

き
ま

す
。

　
〇

次
の

必
要

事
項

を
記

入
し

、
郵

送
・

F
A

X
・

電
子

メ
ー

ル
に

て
応

募
く

だ
さ

い
。

　
〇

宍
粟

市
役

所
地

域
創

生
課

・
各

市
民

局
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
に

応
募

用
紙

を
持

参
い

た
だ

い
て

も
結

構
で

す
。

(
仮
称
)
千
種
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー

愛
称
を
募
集
し
ま
す
！

趣
　

　
　

旨

パ
ー

ス

施
設

の
特

徴

　
（

仮
称

）
千

種
市

民
協

働
セ

ン
タ

ー
は

、
千

種
市

民
局

・
千

種
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
（

セ
ン

タ
ー

ち
く

さ
）

が
１

か
所

に
集

約
さ

れ
た

施
設

で
す

。

　
セ

ン
タ

ー
に

は
多

目
的

ス
ペ

ー
ス

、
ラ

ウ
ン

ジ
、

交
流

展
示

ス
ペ

ー
ス

、
大

ホ
ー

ル
を

設

け
、

親
子

を
は

じ
め

多
世

代
交

流
を

図
る

施
設

を
目

指
し

ま
す

。

　
受

賞
者

本
人

に
通

知
す

る
と

と
も

に
、

宍
粟

市
広

報
・

宍
粟

市
公

式
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
な

ど
で

発
表

し
ま

す
。

　
優

秀
賞

１
名

：
図

書
カ

ー
ド

１
万

円
　

／
　

応
募

者
の

中
か

ら
抽

選
で

2
0
名

：
図

書
カ

ー
ド

2
,0

0
0
円

分

ふ
り

が
な

愛
　

　
称

理
　

　
由

住
　

　
所

ふ
り

が
な

氏
　

　
名

年
　

　
齢

電
話

番
号

学
校

園
名

学
年

　
宍

粟
市

で
は

現
在

、
行

政
・

生
涯

学
習

の
機

能
が

集
約

さ
れ

た
（

仮
称

）
千

種
市

民
協

働
セ

ン
タ

ー
を

令
和

3
年

1
2
月

の
オ

ー
プ

ン
を

目
指

し
て

建
設

し
て

い
ま

す
。

拠
点

施
設

を
中

心
に

ま
ち

が
賑

わ
い

、
活

気
あ

ふ
れ

る
地

域
づ

く
り

を

　
採

用
さ

れ
た

方
は

、
オ

ー
プ

ニ
ン

グ
式

典
で

表
彰

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

優
秀

賞
の

受
賞

者
は

、
氏

名
・

住
所

・

年
齢

（
園

児
・

学
生

は
学

校
園

名
・

学
年

）
を

公
表

し
ま

す
。

選
  
 考

  
 方

  
 法

選
考

結
果

発
表

賞
  
  
　

  
　

  
品

そ
  
  
  
の

  
  
  
他

　
⑤

　
作

品
の

採
用

に
あ

た
り

、
市

の
判

断
に

よ
り

一
部

変
更

ま
た

は
補

作
す

る
場

合
が

あ
り

ま
す

。

　
⑥

　
必

要
事

項
の

記
載

が
な

い
作

品
は

、
無

効
と

な
る

場
合

が
あ

り
ま

す
。

　
⑦

　
応

募
に

か
か

る
費

用
は

応
募

者
の

負
担

と
し

、
応

募
作

品
は

返
却

し
ま

せ
ん

。

　
⑧

　
個

人
情

報
は

、
宍

粟
市

に
お

い
て

適
切

に
管

理
し

、
本

愛
称

選
考

後
に

必
要

な
事

務
以

外
に

使
用

し
ま

せ
ん

。

　
⑨

　
応

募
作

品
に

つ
い

て
、

著
作

権
に

関
わ

る
問

題
が

生
じ

た
場

合
は

、
す

べ
て

応
募

者
の

責
任

と
な

り
ま

す
。

　
①

　
簡

潔
明

瞭
で

、
覚

え
や

す
く

、
親

し
み

や
す

い
も

の
と

し
ま

す
。

　
②

　
拠

点
施

設
と

し
て

ふ
さ

わ
し

い
も

の
と

し
ま

す
。

　
③

　
応

募
者

自
作

の
未

発
表

の
も

の
で

、
第

三
者

が
有

す
る

著
作

権
を

侵
害

し
て

い
な

い
も

の
に

限
り

ま
す

。

　
　

　
こ

れ
に

反
す

る
場

合
は

、
選

考
発

表
後

で
も

採
用

・
受

賞
を

取
り

消
す

こ
と

が
あ

り
ま

す
。

　
④

　
採

用
さ

れ
た

作
品

の
著

作
権

・
商

標
権

・
そ

の
他

一
切

の
権

利
は

、
宍

粟
市

に
帰

属
し

ま
す

。

切
り

取
り

線

（
仮

称
）

千
種

市
民

協
働

セ
ン

タ
ー

　
愛

称
募

集
　

応
募

用
紙

〒

(匿
名

希
望

)

匿
名

希
望

の
方

は
上

に

〇
を

つ
け

て
く

だ
さ

い

5



（
仮
称
）
波
賀
市
民
協
働
セ
ン
タ
ー
運
用
に
つ
い
て

現
　
　
状

運
営
内
容
（案

）
運
営
検
討
委
員
会
意
見

大
ホ
ー
ル
（3
31
㎡
）

【貸
付
日
及
び
時
間
】

月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

9：
00
～
22
：0
0

【利
用
申
込
】

受
付
：開

館
日
の
8：
30
～
17
：1
5

申
込
：利

用
日
の
前
日
ま
で
に

【使
用
料
の
徴
収
】

申
込
時
納
付
（即

納
書
）

【貸
付
日
及
び
時
間
】

祝
日
、
年
末
年
始
以
外

9：
00
～
22
：0
0

【利
用
申
込
】

受
付
：開

館
日
の
8：
30
～
17
：1
5

申
込
：利

用
日
の
３
日
前
ま
で
に

【使
用
料
の
徴
収
】

申
込
時
納
付
（即

納
書
）

ホ
ー
ル
棟
ロ
ビ
ー

　
用
途
：待

合
、
展
示
、
休
憩
、
学
習

【展
示
等
の
運
用
基
準
】

　
本
庁
舎
会
議
室
等
使
用
許
可
運
用
基
準
を
準
拠

つ
な
が
り
広
場
（1
96
㎡
）

イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
活
用

災
害
時
、
ホ
ー
ル
へ
の
物
資
搬
入
口
と
な
る
。

展
示
交
流
ス
ペ
ー
ス

（1
53
㎡
）

用
途
：に
こ
に
こ
マ
ー
ト

【営
業
時
間
】

10
:0
0～

18
:3
0

定
休
日
：日

・祝
・年

末
年
始
（1
2/
29
～
1/
3）

行
政
窓
口

　
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　
（ま
ち
づ
く
り
防
災
係
、
市
民
係
、
生
涯
学
習
事
務
所
）

　
北
部
事
務
所

　
　
（波

賀
産
業
振
興
係
、
波
賀
地
域
振
興
係
）

土
日
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

　
8：
30
～
17
：1
5

※
生
涯
学
習
事
務
所

　
月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

　
8：
30
～
17
：1
5

【開
庁
日
及
び
時
間
】

土
日
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

　
8：
30
～
17
：1
5

※
生
涯
学
習
事
務
所

　
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

　
8：
30
～
17
：1
5

市
民
ロ
ビ
ー

　
待
合
、
展
示
、
休
憩

【展
示
等
の
運
用
基
準
】

　
本
庁
舎
会
議
室
等
使
用
許
可
運
用
基
準
を
準
拠

図
書
室
・
学
習
ス
ペ
ー
ス
（2
59
㎡
）

【利
用
日
及
び
時
間
】

月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

9：
00
～
17
：0
0

【利
用
日
及
び
時
間
】

祝
日
、
年
末
年
始
、
臨
時
日
（図

書
整
理
等
）以

外
時
間
：平

日
9：
00
～
1
9
：
0
0

土
日
9
：
0
0
～
1
7
：
0
0

【貸
付
日
及
び
時
間
】

月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
以
外

9：
00
～
22
：0
0

【貸
付
日
及
び
時
間
】

祝
日
、
年
末
年
始
以
外

9：
00
～
22
：0
0

【利
用
申
込
】

受
付
：開

館
日
の
8：
30
～
17
：1
5

申
込
：利

用
日
の
前
日
ま
で
に

【利
用
申
込
】

受
付
：開

館
日
の
8：
30
～
17
：1
5

申
込
：利

用
日
の
３
日
前
ま
で
に

【使
用
料
の
徴
収
】

申
込
時
納
付
（即

納
書
）

【使
用
料
の
徴
収
】

申
込
時
納
付
（即

納
書
）

貸
館
部
分

　
多
目
的
室
（1
61
㎡
）

　
会
議
室
１
（4
4㎡

）
　
会
議
室
２
（4
4㎡

）
　
和
室
１
（1
5帖

）
　
和
室
２
（1
2帖

）

ホ ー ル 棟 市 民 局 庁 舎

施
設
区
分

6



 

（平成 28年 4月 27日改訂） 

《管理責任者》（本庁舎使用管理責任者） 

  管理責任者は、管財所管の部長とする。 

《使用可能範囲》 

  使用可能施設 

１階 市民ロビー、３階 庁議室（301）、４階 会議室（401・402・403）

その他市長が特に認めた場所とする。 

《使用許可基準》 

  宍粟市公有財産規則第４３条第２号及び同条第７号に該当する場合とは 

 

○ 宍粟市公有財産規則第４３条に基づき、行政財産はその用途又は目的を妨げない限

度において、市以外の者に使用許可をすることができることとなっており、同条第２

号で定める、市の事務又は事業の遂行上必要な公益を目的とする団体においてその事

務又は事業の用に供するために使用するときとは、原則、公務となる事業に限定する

こととし、使用者より提出された使用許可申請内容をその使用目的と最も関係する課

等の長が公務と認めた場合とする。 

  １階市民ロビーについては、とくに市民主体の開かれた庁舎として積極的に活用す

ることとし、規則第４３条第７号で定める、市長が特にやむを得ない理由があると認

めるときにより以下の利用を行う。（①～④は営利活動を除く） 

① 絵画・写真・書道・彫刻などの美術作品等の展示発表 

② ボランティアなど非営利の活動を紹介する展示 

③ 地域や学校などで行われる同好会、クラブなどの学習活動を紹介する展示発表 

④ その他、地域振興、文化振興を目的とする展示発表 

⑤ 使用責任者（行政財産使用目的と最も関係する課等の長）が必要と判断した営 

利活動（例）障害福祉課長が使用責任者となる関係団体の物品販売 

ただし、使用許可後本来公務として使用することが必要となった場合は、その許可

を取り消すことができるものとする。 

 

《使用責任者》 

行政財産使用目的と最も関係する課等の長とする。 

 

○ 使用責任者は、提出された行政財産使用許可申請書（本庁舎会議室等用）の内容を

使用許可基準に基づき判断し、管理責任者へ事前に経由することとする。その際、使

用目的を証する書類を添付し、行政財産使用にあたる必要性について、協議・検討を

十分行ったうえで使用許可申請書を経由しなければならない。会議室等の設備予約に

ついては管理責任者の使用許可申請書内容の検討後、管財担当課により使用予約を行

うこととする。 

○ 会議室等利用後は、各使用責任者の責任において、点検を必ず行うこととする。 

 

本庁舎会議室等使用許可運用基準 
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《市民ロビー特認使用時の制限》 

○使用対象者 

宍粟市内で活動する個人または団体 

○使用期間 

連続する１４日以内（ただし、予約は 6ヶ月以内までとする。） 

○市民ロビー付属設備 

展示パネル、パネル吊具、机、椅子、ショーケース等 

○使用料 

無料とする 

 

 《ロビーコンサート開催時の制限》 

 

（使用対象者） 

 市民ロビー特認使用時に準ずる 

 

（使用期間・時間） 

平日１２時１５分から１２時５０分の間 

 

（演奏内容） 

 大音量で窓口来庁者の迷惑にならないもの。音響設備なし。持込があった場合、

市側で音量を制限する。 

 

（広報、楽器等の準備・設営・搬入・搬出） 

 自己責任、自己負担とする。椅子等必要物がある場合、事前相談を要する。 

 

（出演料） 

 なし 

 

（申し込み） 

 事前に内容を確認するため、行政財産使用許可申請書に加えて、申込書を提出す

る。 
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（仮称）波賀市民協働センター整備工事
完成イメージパース（鳥瞰）

「令和6年春完成予定」※駐車場（市民センター跡地）は、令和6年度整備予定

ふれあい広場



完成予想イメージパース▶
市民センター解体は、令和6年度以降

仮設駐車場（右側手前）回廊撤去
◀令和5年1月27日

令和5年2月16日▶
回廊大屋根撤去（中央）

◀令和5年2月24日
ホール棟基盤整地、仮設駐車場完成

（仮称）波賀市民協働センター　整備状況
令和5年1月～2月

◀令和5年1月20日

工期：令和4年11月30日～令和6年3月15日

令和5年1月21日▶
仮設駐車場（右側手前）

仮設駐車場（右側手前）


